
R1 R2 R3 R4 R5
大戸橋 (ｵｵﾄﾞﾊﾞｼ) Ⅱ ○
大畑南橋 (ｵｵﾊﾞﾀｹﾐﾅﾐﾊﾞｼ) Ⅰ ○
小鶴遠原橋 (ｺﾂﾞﾙﾄｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ) Ⅱ ○
新越安橋 (ｼﾝｺﾔｽﾊﾞｼ) Ⅱ ○
うぐいす橋 (ｳｸﾞｲｽﾊﾞｼ) Ⅱ ○
中央通り橋 (ﾁｭｳｵｳﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) Ⅱ ○
蕎麦原谷津橋 (ｿﾊﾞﾊﾗﾔﾂﾊﾞｼ) Ⅱ ○
源左衛門前橋 (ｹﾞﾝｻﾞｴﾓﾝﾏｴﾊﾞｼ) Ⅱ ○
東通り橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) Ⅱ ○
大畑東橋 (ｵｵﾊﾞﾀｹﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) Ⅱ ○
十三塚橋 (ｼﾞｭｳｻﾝﾂﾞｶﾊﾞｼ) Ⅱ ○
北山橋 (ｷﾀﾔﾏﾊﾞｼ) Ⅱ ○
矢頭東橋 (ﾔｶﾞｼﾗﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) Ⅱ ○
矢頭西橋 (ﾔｶﾞｼﾗﾆｼﾊﾞｼ) Ⅱ ○
諏訪山跨道橋 (ｽﾜﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
小幡城跨道橋 (ｵﾊﾞﾀｼﾞｮｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
千貫桜跨道橋 (ｾﾝｶﾞﾝｻｸﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
新堀跨道橋 (ｼﾝﾎﾞﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
赤坂跨道橋 (ｱｶｻｶｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
下土師東山跨道橋 (ｼﾓﾊｼﾞﾋｶﾞｼﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
下土師跨道橋 (ｼﾓﾊｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) Ⅰ ○
馬渡橋 (ｳﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) Ⅱ ○
常井橋 (ﾄｺｲﾊﾞｼ) Ⅱ ○
大畑新橋 (ｵｵﾊﾀｼﾝﾊﾞｼ) Ⅱ ○
大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) Ⅰ ○
大同大橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳｵｵﾊｼ) Ⅱ ○
黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) Ⅱ ○
機場橋 (ｷｼﾞｮｳﾊﾞｼ) Ⅱ ○
島田橋 (ｼﾏﾀﾞﾊﾞｼ) Ⅰ ○
宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) Ⅱ ○
大畑橋 (ｵｵﾊﾞﾀｹﾊﾊｼ) Ⅱ ○
三の橋 (ｻﾝﾉﾊｼ) Ⅱ ○
二の橋 (ﾆﾉﾊｼ) Ⅰ ○
南川又橋 (ﾐﾅﾐｶﾜﾏﾀﾊﾞｼ) Ⅱ ○
新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) Ⅲ ○
生井沢橋 (ﾅﾏｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) Ⅱ ○
東水神橋 (ﾋｶﾞｼｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) Ⅰ ○
古宿橋 (ﾌﾙｼﾞｭｸﾊｼ) Ⅰ ○
前戸橋 (ﾏｴﾄﾊｼ) Ⅰ ○
無名橋０２ (ﾑﾒｲﾊｼ02) Ⅰ ○
無名橋１０ (ﾑﾒｲﾊｼ10) Ⅰ ○
無名橋３０ (ﾑﾒｲﾊｼ30) Ⅱ ○
３９思案橋 (39ｼｱﾝﾊｼ) Ⅰ ○
無名橋４５ (ﾑﾒｲﾊｼ45) Ⅱ ○
４９平和橋 (49ﾍｲﾜﾊｼ) Ⅱ ○
５１宮前橋 (51ﾐﾔﾏｴﾊｼ) Ⅰ ○
無名橋５５ (ﾑﾒｲﾊｼ55) Ⅱ ○
無名橋６４ (ﾑﾒｲﾊｼ64) Ⅱ ○
無名橋６９ (ﾑﾒｲﾊｼ69) Ⅱ ○
７１神谷橋 (71ｶﾝﾔﾊｼ) Ⅱ ○
７３昇天橋 (73ｼｮｳﾃﾝﾊｼ) Ⅱ ○
７５上橋 (75ｶﾐﾊｼ) Ⅱ ○
無名橋８１ (ﾑﾒｲﾊｼ81) Ⅱ ○
無名橋８２ (ﾑﾒｲﾊｼ82) Ⅰ ○
無名橋９４ (ﾑﾒｲﾊｼ94) Ⅱ ○
９５界田橋 (95ｻｶｲﾀﾞﾊｼ) Ⅱ ○

計 17 13 10 16 0 56
合計 17 13 10 16 0 56

Ⅳ：道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

Ⅲ：道路橋の機能に支障を生じる可能性があり、早期に措置
を講ずべき状態

Ⅱ：道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅰ：道路橋の機能に支障が生じていない状態

判定区分

【予防保全型橋梁一覧表】

橋梁名 判定
点検年度 橋長

条件

橋
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橋
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未
満


